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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末局装置がノード局装置を介して無線通信を行うシステムにおいて、
　所定の通信速度を要求する新規の端末局装置が前記システムに加入する際の、前記ノー
ド局装置に接続される制御局装置による当該端末局装置に対する回線の通信方式と帯域と
電力の割当を、
　前記ノード局装置が利用可能な最大帯域であるシステム帯域に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
帯域の総和の比率である帯域利用率、および
　前記ノード局装置が利用可能な最大電力であるシステム電力に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
電力の総和の比率である電力利用率に基づいて、決定することを特徴とする無線回線割当
方法。
【請求項２】
　前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるように決定する
請求項１記載の無線回線割当方法。
【請求項３】
　前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の積又は和が最小となるように決定する請求
項１記載の無線回線割当方法。
【請求項４】
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　帯域利用率及び電力利用率が共に各々のしきい値より小さいか等しいときは帯域利用率
と電力利用率の積又は和が最小となるように前記回線の割当を決定し、それ以外の時は、
帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるように前記回線の割当を決定する請
求項１記載の無線回線割当方法。
【請求項５】
　前記新規の端末局装置が、通信を複数のサブキャリアに分けて行う、請求項２～４のひ
とつに記載の無線回線割当方法。
【請求項６】
　複数の端末局装置がノード局装置を介して無線通信を行うシステムにおける、前記ノー
ド局装置に接続されて前記端末局装置への回線を割当てる制御局装置において、
　前記ノード局に接続される制御回線モデム（１０）と、
　該制御回線モデムに接続され、前記端末局装置から送られる回線要求信号から端末局Ｉ
Ｄ情報と要求速度を取り出すアクセス制御部と、
　該アクセス制御部に接続され前記端末局ＩＤ情報と前記要求速度を通知される回線割当
アルゴリズム部と、
　該回線割当アルゴリズム部と前記アクセス制御部に接続され、各端末局装置が選択でき
る通信方式を当該端末局装置の端末局ＩＤ情報と関連付けてデータベース化する回線管理
ＤＢとを有し、
　前記割当アルゴリズム部は、
　前記回線管理ＤＢからノード局の残留帯域と残留電力を算出し、
　所定の通信速度を要求する新規の端末局装置が前記システムに加入する際の当該端末局
装置に対する回線の通信方式と帯域と電力の割当を、
　前記ノード局装置が利用可能な最大帯域であるシステム帯域に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
帯域の総和の比率である帯域利用率、および
　前記ノード局装置が利用可能な最大電力であるシステム電力に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
電力の総和の比率である電力利用率に基づいて、決定することを特徴とする制御局装置。
【請求項７】
　前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるように決定する
請求項６記載の制御局装置。
【請求項８】
　前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の積又は和が最小となるように決定する請求
項６記載の制御局装置。
【請求項９】
　帯域利用率及び電力利用率が共に各々のしきい値より小さいか等しいときは帯域利用率
と電力利用率の積又は和が最小となるように前記回線の割当を決定し、それ以外のときは
、帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるように前記回線の割当を決定する
請求項６記載の制御局装置。
【請求項１０】
　前記新規の端末局装置が、通信を複数のサブキャリアに分けて行う、請求項７～９のひ
とつに記載の制御局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末局と端末局がノード局を介して通信を行う無線通信システムにおいて、
帯域と電力の有効利用を図ることを目的とした、回線割当方法及び当該方法を実行する装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　以降では、通信に用いる（１）電力、（２）帯域、（３）変復調方式、（４）誤り訂正
符号化率を合わせて通信回線または回線と呼ぶ。また（３）と（４）の組み合わせは通信
方式と呼ぶ。無線通信では図１に示すように、通信方式に応じて、受信信号のＣ／Ｎ（雑
音電力Ｎに対する受信電力Ｃの比）とビット誤り率（ＢＥＲ）が一意に決まる。そこで、
所要ＢＥＲを確保するために必要なＣ／Ｎ（以降は所要Ｃ／ＮまたはＣ／Ｎｒｅｑと記す
）が通信方式毎に定められる。また、図２に示すように、Ｃ／Ｎは端末局毎に割当てる電
力に応じて増減する。加えて、端末局周辺の環境に応じて受信波の減衰や反射が起こるた
め、変動する。以上を踏まえ、以下にＣ／Ｎｒｅｑを確保する回線割当方法に関して従来
技術を述べる。
【０００３】
　従来技術Ａは表１及び図３に示すように同一の通信方式を割当てる。そして、Ｃ／Ｎ＝
Ｃ／Ｎｒｅｑとなるように端末毎に電力を調整して割当てる。このような電力の調整方法
は送信電力制御と呼ばれ、非特許文献１、非特許文献２に記載されている。
【０００４】
　また、従来技術Ｂは表２及び図４に示すように、同一の電力を割当てる。次にＣ／Ｎ＝
Ｃ／Ｎｒｅｑを満たす通信方式を端末毎に割当てる。このとき、選択可能な通信方式の種
類の中にＣ／Ｎ＝Ｃ／Ｎｒｅｑを満たす通信方式が存在しない場合は、代わりにＣ／Ｎ＞
Ｃ／Ｎｒｅｑを満たす通信方式を割当てる。このような通信方式の選択方法は適応変復調
と呼ばれ、非特許文献３、非特許文献４に記載されている。
【０００５】
【表１】

【０００６】
【表２】

【０００７】
【非特許文献１】服部武，藤岡雅宜，ワイヤレスブロードバンド教科書，ＩＤＧジャパン
，２００２年，ｐ１０４
【非特許文献２】佐和橋他、Ｗ－ＣＤＭＡ技術その１，Ｗ－ＣＤＭＡにおけるチャネル構
成・拡散符号割り当て，ＮＴＴＤｏＣｏＭｏテクニカル・ジャーナル，ｖｏｌ．８，Ｎｏ
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．３，２０００年
【非特許文献３】小林英雄，ＯＦＤＭ通信方式の基礎と応用技術，トリケッブス出版，２
００４年，ｐ１１３－１１６
【非特許文献４】Ｖｌａｄｉｍｉｒ　Ｂｙｋｏｖｎｉｌｏｖ，　Ｔｈｅ　Ａｄｖａｎｔａ
ｇｅｓ　ｏｆ　ＳＯＦＤＭＡ　ｆｏｒ　ＷｉＭＡＸ，　Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ，　２００５
【非特許文献５】自治体衛星通信機構，衛星通信のしくみ，ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｌａｓ
ｃｏｍ．ｏｒ．ｊｐ／ｓａｔ／ｓｙｓｔｅｍ．ｈｔｍｌ
【非特許文献６】大槻知明，誤り訂正符号，ＩＥＩＣＥ　ＴＲＡＮＳ．ＣＯＭＭＵＮ．，
Ｖｏｌ．Ｅ８９０Ｂ，ＮＯ．１，ＪＡＮ．２００６
【非特許文献７】田辺隆人，非線形計画法アルゴリズムの実装と応用，日本オペレーショ
ンズリサーチ学会，第４９回シンポジュウム，Ｎｏｖ．２００３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　端末局と端末局がノード局を介して通信を行う無線通信システムでは、全通信がノード
局を経由する。従って、全回線の総帯域（全帯域）と全回線の総電力（全電力）はノード
局が利用できる最大帯域（システム帯域）と最大電力（システム電力）以下に制約される
。従って、システム帯域とシステム電力を最大限利用できる回線割当方法が重要となる。
【０００９】
　全電力がシステム電力に達した場合には、全帯域がシステム帯域に達しなくても、それ
以上、回線を割当てられない。逆に全帯域がシステム帯域に達した場合には、全電力の合
計がシステム電力に達しなくても、それ以上、回線を割当てられない。以下、この状況を
リソース偏残留と呼ぶ。また、この時のシステム電力と全電力の差またはシステム帯域と
全帯域の差をリソース残留量と呼ぶ。従来技術Ａ、Ｂはリソース偏残留を回避する手段や
リソース残留量を減らす手段を有さない。また、従来技術ＢはＣ／Ｎ＞Ｃ／Ｎｒｅｑとな
る通信方式が選択された場合は、信号品質を確保するために必要な電力の
【００１０】

【数１】

倍の電力が割当てられ電力が無駄となる。以上より、従来技術Ａ、Ｂはシステム帯域やシ
ステム電力を最大限に有効利用できない。
【００１１】
　以上の課題に対し、本発明は、システム帯域とシステム電力の有効利用を図ることを目
的とした回線割当方法及び当該方法を実行する装置に関するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のひとつの特徴は、複数の端末局装置がノード局装置を介して無線通信を行うシ
ステムにおいて、
　所定の通信速度を要求する新規の端末局装置が前記システムに加入する際の、前記ノー
ド局装置に接続される制御局装置による当該端末局装置に対する回線の通信方式と帯域と
電力の割当を、
　前記ノード局装置が利用可能な最大帯域であるシステム帯域に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
帯域の総和の比率である帯域利用率、および
　前記ノード局装置が利用可能な最大電力であるシステム電力に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
電力の総和の比率である電力利用率に基づいて、決定する無線回線割当方法にある。
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【００１３】
　好ましくは、前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるよ
うに決定する。
【００１４】
　好ましくは、前記回線の割当を帯域利用率と電力利用率の積又は和が最小となるように
決定する。
【００１５】
　好ましくは、帯域利用率及び電力利用率が共に各々のしきい値より小さいか等しいとき
は帯域利用率と電力利用率の積又は和が最小となるように前記回線の割当を決定し、それ
以外の時は、帯域利用率と電力利用率の差の絶対値αが最小となるように前記回線の割当
を決定する。
【００１６】
　好ましくは、前記新規の端末局装置が、通信を複数のサブキャリアに分けて行う。
【００１７】
　本発明の別の特徴は、複数の端末局装置がノード局装置を介して無線通信を行うシステ
ムにおける、前記ノード局装置に接続されて前記端末局装置への回線を割当てる制御局装
置において、
　前記ノード局に接続される制御回線モデム（１０）と、
　該制御回線モデムに接続され、前記端末局装置から送られる回線要求信号から端末局Ｉ
Ｄ情報と要求速度を取り出すアクセス制御部と、
　該アクセス制御部に接続され前記端末局ＩＤ情報と前記要求速度を通知される回線割当
アルゴリズム部と、
　該回線割当アルゴリズム部と前記アクセス制御部に接続され、各端末局装置が選択でき
る通信方式を当該端末局装置の端末局ＩＤ情報と関連付けてデータベース化する回線管理
ＤＢとを有し、
　前記割当アルゴリズム部は、
　前記回線管理ＤＢからノード局の残留帯域と残留電力を算出し、
　所定の通信速度を要求する新規の端末局装置が前記システムに加入する際の当該端末局
装置に対する回線の通信方式と帯域と電力の割当を、
　前記ノード局装置が利用可能な最大帯域であるシステム帯域に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
帯域の総和の比率である帯域利用率、および
　前記ノード局装置が利用可能な最大電力であるシステム電力に対する、前記新規の端末
局装置へ回線を割当てた後の前記ノード局に接続される全ての端末局装置に割当てられた
電力の総和の比率である電力利用率に基づいて、決定する制御局装置にある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明がターゲットとする無線通信システムの構成例を図５と図６に示す。端末局は制
御回線により制御局から指示された通信回線を用い別の端末局とノード局を介して通信を
行う。ノード局は前者が通信衛星、後者がセルラ基地局となる。このようなシステム構成
に対し、本発明は、回線割当においてシステム帯域とシステム電力を効率的かつ無駄なく
用いることを目的とする。以下に目的に則った本発明の方法及びその効果を述べる。
【００１９】
　複数の端末局が同―周波数を用いて通信を行うと、お互いの信号が干渉し、正常な通信
が行われない。一方、周波数がオーバーラップしないように各端末局に常時固定的に回線
を割当てると、通信を行っていない端末局にも回線が必要になり、帯域と電力が無駄とな
る。よって、本発明は、通信開始時に端末局に動的に回線を割当て、通信終了時に回線を
解放するＤＡＭＡ（Ｄｅｍａｎｄ　Ａｓｓｉｇｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）ベ
ース（非特許文献５）の回線割当を実施する。
【００２０】
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　ここで端末局の種類を以下のように定義する。
新規端末局　回線要求を行う端末局
相手端末局　新規端末局と通信を行う相手の端末局
収容端末局　新規端末局が回線要求を行った時点で既に回線割当済みの端末局
このとき、本発明の回線割当の手順は図７である。すなわち、
　　１．新規端末局から相手端末局への通信要求が発生する
　　２．新規端末局が制御回線を用い、ノード局経由で制御局に回線要求の信号を送信す
る
　　３．制御局は新規端末局、相手端末局が収容端末局でないことを確認した後、収容端
末局が使用していない空き帯域の中から本発明の回線割当方法を用いて回線を決定し、そ
の後、回線情報をノード局経由で新規端末局と相手端末局に返信する。それと同時に、新
規端末局と相手端末局を収容端末局として登録する
　　４．新規端末局と相手端末局がノード局経由で通信を行う
　　５．通信終了時に新規端末局または相手端末局が回線解放の信号をノード局経由で制
御局に送信する
　　６．制御局は収容端末局の登録から新規端末局と相手端末局を取り除く
である。上記の制御回線は固定的に割当られるものとする。そこで、本発明では通信回線
の有効利用のみに着目する。また、１通信に対して必要となる回線数は新規端末局からノ
ード局を経由し相手端末局に達する方向の発回線とその逆方向の着回線の２回線である。
これに対し以降では着回線の割当方法を示し、発回線の割当方法は省略する。何故なら発
回線は、本発明における新規端末局を相手端末局と見なし、相手端末局を新規端末局と見
なし、本発明に記載される着回線の割当方法を用いることが出来るためである。また実際
に通信を行うには回線情報に周波数の情報を加える必要があるが、本発明には直接関係な
いので周波数の選択方法は省略する。
【００２１】
　本発明は送信電力制御と適応変復調をベースとする。表３に通信方式の種類と各通信方
式のスペクトラム利用効率ηとＣ／Ｎｒｅｑの例を示す。ηは変調指数と誤り訂正符号化
率の積であり、周波数あたりに伝送可能なビットレートを示す。また、表３のＣ／Ｎｒｅ

ｑは図１においてＢＥＲ＝１０-5を満たすＣ／Ｎである。
【００２２】
【表３】

【００２３】
　本発明の第一～第三の方法までに共通する手順を述べる。まず、新規端末局に回線割当
を行った後の帯域（周波数）利用率Ｗｒ（ｉ）と電力利用率Ｐｒ（ｉ）を求める。添字ｒ
は比率を示す。Ｗｒ（ｉ）、Ｐｒ（ｉ）は収容端末局数の増加に伴い０（収容端末局＝O
）から１（収容端末局がシステム電力あるいはシステム帯域を全て使用）まで単調に増加
する関数である。例として次式を用いる。
【００２４】
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【数２】

【００２５】
【数３】

【００２６】
　ここでｉは新規端末局が選択できるｉ番目の通信方式（以下は通信方式ｉ）、Ｗｎ（ｉ
），Ｐｎ（ｉ）は通信方式ｉでの新規端末局向けの帯域と電力、Ｎは新規端末局に割当て
る前の収容端末局数、Ｗｏ（ｎ），Ｐｏ（ｎ）はｎ番目の収容端末局向けの帯域と電力、
Ｗｓｙｓ，Ｐｓｙｓは、各々、ノード局装置が利用可能な最大帯域及び最大電力である、
システム帯域とシステム電力である。式（１）と式（２）における分子は、各々、新規端
末局に回線を割当てた後の全ての割当ずみ端末局に割当てられた帯域及び電力の総和であ
る。従って、Ｗｒ（ｉ）とＰｒ（ｉ）は各々該総和のシステム帯域及びシステム電力に対
する比率であり、帯域利用率及び電力利用率である。
【００２７】
　通信方式ｉのスぺクトラム利用効率をη（ｉ）とするとき、回線割当によって達成され
る伝送速度が新規端末局の要求速度Ｒと一致するため次式が成立する。
【００２８】
【数４】

【００２９】
　また、通信方式ｉの所要Ｃ／ＮをＣ／Ｎｒｅｑ（ｉ）とするとき、Ｐｎ（ｉ）及び相手
端末局の所要送信電力Ｐ´ｎ（ｉ）はＣ／Ｎｒｅｑ（ｉ）に対し単調増加する関数である
。例として次式を用いる。
【００３０】

【数５】

【００３１】
【数６】

【００３２】
　ここで、Ｎ0は新規端末局の雑音電力密度（周波数あたりの雑音電力）、Ｌｎはノード
局と端末局間の電力損失率、Ｎ´0ノード局の雑音電力密度、Ｌ´ｎはノード局と相手端
末局の電力損失率、Ｍ，Ｍ´は回線設計マージンである。このとき、相手端末局の最大送
信電力をＰmaxとすると、

【数７】

を満たす必要がある。
【００３３】
　以上を用い、本発明の第一の方法は式（６）の制約条件下で式（７）で定義されるαが
最小値となる通信方式ｉmとＷｎ（ｉm）とＰｎ（ｉm）を新規端末局に割当てる方法であ
る。
【００３４】
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【数８】

【００３５】
　図８に第一の方法のイメージを示す。回線ａ、ｂ、ｃの中では回線ａが最もαが小さい
。従って、システム帯域とシステム電力が最も均等に消費される。その結果、図９に示す
ように、割当回線がシステム内に増加しつづけた場合、割当総帯域と割当総電力は、同時
にシステム帯域とシステム電力に達する。つまり、リソース偏残留を回避することができ
る。
【００３６】
　なお、式（７）においてＷｒ（ｉ）とＰｒ（ｉ）の大小を気にする必要はなく、差の絶
対値αを最小とすることで十分である。理由は、表３から明らかなように、スペクトラム
利用効率に対して所要Ｃ／Ｎは単調増加するため、ｉを変化させた結果Ｗｒ（ｉ）が大き
くなればＰｒ（ｉ）は必ず小さくなるからである。
【００３７】
　次に、本発明の第二の方法は式（６）を満たす条件下で式（８）または式（９）で定義
されるβが最小値となる通信方式ｉmとＷｎ（ｉm）とＰｎ（ｉm）を新規端末局に割当て
る方法である。なお、以降は式（８）を用いて説明する。
【００３８】
【数９】

【００３９】
【数１０】

【００４０】
　図１０に第二の方法のイメージを示す。回線ａ、ｂ、ｃの中では回線ｃが最もβが小さ
い。この方法で回線ｃを割当てた場合は、割当後の周波数及び電力利用率が小さい回線が
選ばれるのでシステム帯域とシステム電力の有効活用が行われる。
【００４１】
　第一の方法と第二の方法の計算例を示す。なお、式（６）の制約条件は本発明の効果に
は直接関係ないため今後は考慮しない。表４に示した値を用い収容端末局＝０台のときに
要求速度Ｒ＝５００ｋｂｐｓの新規端末に対するαとβの計算結果を表５に示す。このと
き、αとβの最小値はいずれも通信方式５となった。従って、第一と第二の方法によれば
、通信方式５、帯域２８５．７ｋＨｚ、電力２０．２ｄＢＷが新規端末局に割当られる。
【００４２】

【表４】

【００４３】



(9) JP 4610643 B2 2011.1.12

10

20

30

【表５】

【００４４】
　ところで、式（８）、式（９）はＷｒ（ｉ）とＰｒ（ｉ）を均等に近づける条件ではな
いため、第二の方法はリソース偏残留を回避できるとは限らない。そこで、本発明の第三
の方法はＷｒ（ｉ）、Ｐｒ（ｉ）のしきい値をＷｌｉｍ，Ｐｌｉｍに設定する。そしてＷ

ｒ（ｉ）≦ＷｌｉｍかつＰｒ（ｉ）≦Ｐｌｉｍを満たす時は第二の方法を用いて回線割当
を行い、それ以外のときは第一の方法を用いて回線割当を行う。つまり、リソース偏残留
が十分大きいときは、帯域または電力の消費が少ない第二の方法を用い、リソース偏残留
が少なくなるとリソース偏残留を回避する第一の方法に切り替える。その結果、第二の方
法によるリソース偏残留の増加の可能性を回避することが出来る。
【００４５】
　本発明の第四～第六の方法は、通信を所定の帯域幅Ｗ０のサブキャリアに分けて行う。
なお、各サブキャリアの帯域幅は各々所定の帯域幅をもつものとするが、本発明では各サ
ブキャリアの帯域幅が全て等しい必要はなく、各々異なる帯域幅をもつことができる。こ
のとき、要求速度Ｒはサブキャリアの伝送速度の合計と一致するため、次式が成立する。
【００４６】

【数１１】

【００４７】
　ここでＺｉはｊ番目のサブキャリアの通信方式、Ｊはサブキャリア数である。そこで、
新規端末局の回線を決定する前に式（１０）からＺｊを求める。ところで、要求速度Ｒに
対しＺｊの組み合わせのパターンが複数存在する場合がある。例えば、Ｒ＝５００ｋｂｐ
ｓ，Ｗ0＝１００ｋＨｚのとき、少なくとも表６の１４種類の組み合わせパターンがある
。
【００４８】
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【表６】

【００４９】
　なお、表６の通信方式の組み合わせ番号は表３で示した通信方式の番号である。本組み
合わせの導出方法としては非線形２次計画法（非特許文献７）などの最適化手法を用いる
方法がある。
【００５０】
　ここで各組み合わせパターンを記号ｋで区別し、ＺｊとＪを改めてＺｊ（ｋ）とＪ（ｋ
）と標記する。そして、次式を用いてパターン毎の新規端末への割当帯域Ｗｎ（ｋ）を求
める。
【００５１】
【数１２】

【００５２】
　また新規端末局向けの送信電力Ｐｎ（ｋ）と相手端末局の所要送信電力Ｐ´ｎ（ｋ）は

【数１３】

に対し単調増加する関数である。例えば次式を用いる。
【００５３】
【数１４】

【００５４】
【数１５】

【００５５】
　本発明の第四、第五、第六の方法はＷｎ（ｋ），Ｐｎ（ｋ），Ｐ´ｎ（ｋ）のｋをｉに
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読み替え、それぞれ第一、第二、第三の方法を用いて、サブキャリア数Ｊとサブキャリア
毎の通信方式Ｚｊを求める方法である。例えば、表７は表４を用い収容端末０台のときに
要求速度Ｒ＝５００ｋｂｐｓの新規端末に対するαとβの計算結果である。この場合、α
とβの最小値はいずれもパターン１３の時となる。つまり、第四～第六の方法によれば、
サブキャリア毎の通信方式４，５，５と式（４）によるサブキャリア毎の電力が新規端末
局に割当てられる。
【００５６】
　ところで、通信装置によっては、使用できる帯城が一定の幅（周波数スロット）を単位
として離散的にしか設定できない場合がある。そこで、周波数スロット単位で回線割当を
行う無線通信システムに対して、本発明を用いる場合を考察する。このようなシステムに
対し、第四～第六の方法はサブキャリアを周波数スロットと見なして対処できる。第一～
第三の方法を用いる場合は、次式においてＲがη（ｉ）Ｗ0で割り切れＪ（ｉ）が整数と
なる条件下で通信方式Ｊ（ｉ）を求め、式（１）のＷｎ（ｉ）をＪ（ｉ）Ｗ0に代えて対
処する。
【００５７】
【表７】

【００５８】
【数１６】

【００５９】
　ここで、J（ｉ）は通信方式ｉの周波数スロット数、Ｗ0は１周波数スロット幅である。
言い換えると第一～第三の方法は第四～第六の方法に全サブキャリアが同一通信方式の制
約条件を課してαまたはβを評価する。
【００６０】
　例えば、表７の結果において、第一～第三の方法は全サブキャリア同一通信方式となる
パターン番号１，６，１１のみが評価対象となる。一方で第四～第六の方法は全パターン
を対象とできる。従って、第一の方法ではα＝０．００４７０７となるが、第四の方法で
はα＝０．００１１５５となる。また、第二の方法ではβ＝０．００００１６となるが、
第五の方法ではβ＝０．００００１３となる。同様に、少なくとも、第六の方法は第三の
方法よりも等しいかもしくは小さいα、βとなる。以上より、周波数スロット単位で回線
割当を行う無線通信システムに対しては、第四～第六の方法は、第一～第三の方法より、
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システム帯域とシステム電力の有効利用が行える。
【００６１】
　本発明をシミュレーションで定量的に評価する。表４の条件において、端末が次々に回
線要求を行い、全帯域または全電力がシステム帯域またはシステム電力に達するまで回線
割当を行う。１台の端末局は発回線と着回線の２回線を要求し、発／着回線とも同一要求
速度とする。このとき要求速度は１００ｋｂｐｓ～１Ｍｂｐｓ範囲で１００ｋｂｐｓステ
ップの値からランダムに選択する。また、周波数スロット幅を１００ｋＨｚとする。各端
末局に割当てた周波数スロット数及び通信方式、回線割当毎の周波数利用率及び電力利用
率の変化を図１１（第四の方法）、図１２（従来技術Ａ）に示す。ここで、従来技術Ａは
通信方式を変調方式８ＰＳＫ、符号化率３／４に固定した。
【００６２】
　図より、第四の方法はシステム内に端末局を１２０台収容できたが、従来技術Ａは９０
局の収容に留まった。この理由は、第四の方法ではシステム帯域とシステム電力を最大限
まで利用しているのに対し、従来技術Ａはシステム帯域を約６０％までしか利用できない
ためである。なお、表８にその他の方法も含めた収容局数の結果をまとめる。従来技術Ｂ
は本シミュレーション条件のようにＣ／Ｎ変動がない環境では従来技術Ａと同様な結果と
なる。また、第三と第六の方法は、それぞれ少なくとも第二と第三の方法より収容局数が
大きくなるため、評価を省略した。以上より、本発明は従来技術よりシステム帯域及びシ
ステム電力を有効利用できることが定量的に明らかである。
【００６３】
【表８】

【００６４】
　以上の説明では、回線の割当要素を（１）電力、（２）帯域、（３）変復調方式、（４
）誤り訂正符号化率としたためＦＤＭＡを用いる無線通信システムに適用できる。このう
ち（２）が端末局を分離するために用いられる割当要素であるため、これに代えて（５）
拡散符号と（６）時間のどちらか一方、あるいは（２），（５），（６）を組み合わせた
情報を端末固有の割当要素とすればＣＤＭＡ、ＴＤＭＡあるいはこれらを組み合わせた無
線通信システムにも適用できる。また、新規端末の要求速度と回線割当によって達成され
る伝送速度が一致すると限定したが、伝送速度が要求速度以上となる回線を許容してもよ
い。
【００６５】
　最後に制御局の装置構成を図１３に示す。本発明を実現するには、各端末局が選択でき
る通信方式と要求速度を制御局が把握する必要がある。選択できる通信方式は予め知り得
る端末局固有の情報であるので、端末局ＩＤ情報と関連付けて制御局の回線管理ＤＢに表
９に例示すようにデータベース化する。一方、要求速度は回線要求毎に異なる。従って、
図７に示す回線割り当ての手順において、端末局は回線要求信号に端末局ＩＤ情報と要求
速度を付与し制御回線を用いて制御局に送信する。制御局は制御回線モデムから回線要求
信号を受信すると、アクセス制御部が端末局（地球局）ＩＤと要求速度を取り出し、回線
割当アルゴリズム部に通知する。回線割当アルゴリズム部では、回線管理ＤＢ部の内容か
ら要求速度を満たす回線を以下の手順で選択する。
　　１．回線管理ＤＢからノード局の残留帯域と残留電力を算出する。
　　２．本発明の回線割当方法により所要電力、所要帯域、通信方式を算出する。
選択した回線情報は回線割当信号に付与し制御回線モデムから端末局に返信すると共に、
割当済み回線として回線管理ＤＢ部の内容を更新する。端末局は通信が終了すると回線解
放信号に端末局ＩＤを付与して制御回線を用いて制御局に送信する。制御局は制御回線モ
デムから回線解放信号を受信すると、アクセス制御部が端末局（地球局）ＩＤを取り出し
、回線割当アルゴリズム部に通知する。これに対し、回線割当アルゴリズム部は回線管理



(13) JP 4610643 B2 2011.1.12

10

20

30

ＤＢ部から割当済み回線の情報を消去する。
【００６６】
　以上述べたように、本発明の回線割当を実施すると、無線通信を行う端末局の通信品質
と要求速度を満たしつつ、システム帯域とシステム電力を最大限まで有効利用することが
できる。
【００６７】
【表９】

【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】受信信号のＣ／Ｎとビット誤り率（ＢＥＲ）が通信方式に応じて一意に決まるこ
とを示す図である。
【図２】Ｃ／Ｎが端末局毎に割当てる電力に応じて増減することを示す図である。
【図３】従来の技術による端末局毎の送信電力制御を説明する図である。
【図４】従来の技術により各端末局に同一の電力を割当て、所望のＣ／Ｎを満たす通信方
式を端末局に割当てることを説明する図である。
【図５】本発明が適用される無線通信システムの一例である。
【図６】本発明が適用される無線通信システムの別の例である。
【図７】本発明による回線割当の手順を示す図である。
【図８】本発明の第一の方法による回線割当を説明する図である。
【図９】本発明の第一の方法によりリソース偏残留が回避できることを説明する図である
。
【図１０】本発明の第二の方法による回線割当を説明する図である。
【図１１】本発明をシミュレーションで定量的に評価した結果を示す図である。
【図１２】従来の技術をシミュレーションで定量的に評価した結果を示す図である。
【図１３】本発明による制御局のブロック図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　制御回線モデム
　２０　アクセス制御部
　３０　回線管理部ＤＢ
　４０　回線割当アルゴリズム部
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【図３】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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